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● 「鴨川市総合計画」を上位計画とし、「教育振興計画」を補完する計画です。
● 市のこれまでの施策であった社会教育でのスポーツに加え、産業に波及するスポーツ施策
を新たに計画に位置づけることをねらいとしています。

1. 背景と位置づけ

本市は、平成17年2月11日の旧鴨川市と旧
天津小湊町の合併以来、旧市町合併協議会
が策定した「新市まちづくり計画」、平成
18年3月に策定した「第1次鴨川市基本構
想」に基づき、関連施策の総合的かつ計画
的な推進に取り組んできました。
平成28年3月、「第2次鴨川市総合計画」

を定め、市民はもとより、産・学・民・官、
本市に関わる全ての主体が共有できる指針
として、本市がこれから進むべき方向性や、
その実現のための方策等を明らかにしまし
た。
第2次鴨川市総合計画においては、「鴨川

市第3次5か年計画」を策定し、平成28年度
から平成32年度までの5年問に実施する施策
及び事業等を体系的に示すとともに、主要
な課題を明らかにし、重点的に実施すべき
事業等を示しました。

（本計画）スポーツを通じた地域振興基本計画
ヒトと地域を健康にする、新たなスポーツライフスタイルに向けて

平成17年2月 旧鴨川市と旧天津小湊町の合併

旧市町合併協議会「新市まちづくり計画」策定

平成18年3月 「第1次鴨川市基本構想」

平成28年3月 「第2次鴨川市総合計画」

活力あふれる健やか交流のまち鴨川
～みんなが集い 守り育む 安らぎのふるさと～

平成28年3月 「教育振興計画」第2期

ともに学び未来を育む教育文化のまち
～一人ひとり、みんなが輝く鴨川教育～

平成23年3月 「教育振興計画」

他方、市民に身近な場所での成長段階に
応じた教育の振興など、地方教育行政の役
割が、これまでに増して特に重要となって
いることを受けて、鴨川市の教育をめぐる
状況、今後予測される環境変化や政策課題
等を踏まえた中長期的な視点で教育施策の
方向性を検討するために、「教育振興計
画」を策定しています。
今回策定する「スポーツを通じた地域振

興基本計画」（以降、「本計画」と呼ぶ）
では、「鴨川市第3次5か年計画」を上位計
画としつつ、「教育振興計画」を補完する
ことで、市のこれまでの施策であった社会
教育でのスポーツに加え、産業に波及する
スポーツ施策を新たに計画に位置づけるこ
とをねらいとしています。
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2. 目的

日付 題名 検討項目

9月13日 第1回プロジェクトチーム定例会議

10月 第1回推進員会

10月5日 第2回プロジェクトチーム定例会議

事例調査

11月 第3回プロジェクトチーム定例会議

12月15日 シンポジウム

第2回推進員会

1月 第4回プロジェクトチーム定例会議

事例調査

2月 第5回プロジェクトチーム定例会議

第3回推進員会

3. 検討経緯

鴨川市スポーツを通じた地域振興基本構想
は、アスリート・スポーツだけでなく、幅広
い年齢、体力レベルの人々が、自分たちなり
の方法で身体を動かすための場所、ヒト、施
設などの資源（リソース）を集約、活用し、
鴨川市だけでなく周辺市とも連携することで、
地域の暮らしと魅力を高め、地域振興を図る
ための基本的な考え方を示すものです。
本構想の目的は、スポーツを中心に捉えた

観光、商業等地域産業の振興策の策定やス
ポーツイベントや合宿誘致のほか、スポーツ
の日常化、文化活動との連携、総合運動施設
の管理を総合的に行う組織（スポーツ・カル
チャー・コミッション）づくりによって、ス
ポーツで本市に訪れる人の増加、スポーツの
日常化、スポーツと他分野の連携の推進です。
そして、新たな交流促進と産業創造による移
住・定住の促進を最終目標としています。

スポーツを中心に捉えた観光、商業等地域産業の
振興策の策定やスポーツイベントや合宿誘致のほ
か、スポーツの日常化、文化活動との連携、総合
運動施設の管理を総合的に行う組織（スポーツ・
カルチャー・コミッション）づくり。

移住・定住の促進へ

スポーツで
鴨川に来る人

を増やす

スポーツを
文化にする

スポーツと
他分野の連携

スポーツを通じて鴨川市の魅力を向上させること
による、新たな交流の促進・新たな産業の創造
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時期 スポーツを通じた地域振興
推進委員会

民間識見者⇒推進委員会委員へ移行
その他庁内ＰＴ：スポーツを通じた地域振興プロジェクト

チーム
５月 方向性決定 ・庁内ＰＴ設置について概略説明

・庁内ＰＴ部員の指名 5/30
６月 地方創生推進交付金関連予算可決

プロポーザル公募準備
【第１回庁内ＰＴ会議】6/4
・先進地視察（さいたま市）
スポーツコミッションについて
意見交換等
【第１回民間識見者・庁内ＰＴ合同会議】6/12
・事業説明、意見交換等
■ＪＳＴＡセミナー（6/29羽田）

６月定例市議会
・上程理由説明
・関連予算可決

７月 公募型プロポーザル事業者参加受付
7/13～23
市民委員の公募実施
7/9～25

コーディネーター雇用 7/1～
■銚子スポーツタウン視察（7/9銚子市）
【第２回民間識見者・庁内ＰＴ合同会議】7/19
・進捗状況説明、テーマに沿った意見出し
■二枚目の名刺連携打合せ（7/30青山）

オリパラ推進本部会
議7/2
・推進委員会設置
について了承

８月 プロポーザル プレゼン実施、審査、支
援事業者の選定 8/20
大会・合宿等誘致国内プロモーション
委託8/31
海外チーム事前キャンプ誘致委託
9/3

■ポイント制度打合せ（8/1商工会）
【第２回庁内ＰＴ会議】8/10
・今後の進め方、意見交換

９月 調査関係打合せ 9/5 【第３回民間識見者・庁内ＰＴ合同会議】
9/13
・スケジュール共有、ヒアリング

９月定例市議会

10月 第１回推進委員会（10/5）
・委嘱状交付、事業概要の説明、ミッ
ションの共有、ビジョンの提示、今後の
スケジュールについて、意見出し

11月 ・意見内容取りまとめ ・ミライノラボＪＶ打ち合わせ 11/2
・ミライノラボＪＶ打ち合わせ 11/21

計画案作成

12月 第２回推進委員会
シンポジウム（JSTA)12/15
・基調講演、事例発表、パネルディス
カッション
・計画素案提示（鴨川の取組）
意見集約

12月定例市議会

１月 ・意見内容取りまとめ ・先進地視察（盛岡）1/16・17 最終案作成
・スポーツ推進審議
会（意見照会）

２月 第３回推進委員会（中旬）
・最終案提示 承認
次年度に向けて
※コミッション組織構築のための諸条件
整備

パブリックコメント

３月 計画策定報告（全協）
※コミッション組織設立

３月定例市議会

スポーツを通じた地域振興 事業推進スケジュール
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● 周辺では随一の、充実した市有運動施設、恵まれた環境地理的条件を備えています。
● 恵まれた環境、施設をトータルで利活用する仕組みが不在なために、戦略的な取組みが
できず、大きな機会損失を被っています。

1. スポーツの現状

出典
日本政策投資銀行（2015年5月）、
UK Sports Satellite Account（2011,2012）、
Plukett resarch（2013）等の資料を参考にスポーツ庁において作成

近年、少子高齢化や情報化の進展、グロー
バル化に伴う国際的な協力・交流の活発化と
国際競争の激化など、我が国を取り巻く社会
環境や価値観は急激に変化しています。
このような環境の変化に対応して、我が国

の社会が将来も持続的な発展を遂げるために
は、地域社会が健在であり続け、次代を担う
青少年が健全に育つとともに、人々が健康に
長寿を享受できる社会を実現することが必要
であると考えられています。
そして、そのような社会を目指すに当たっ

ては、状況や社会を変える大きな力を持つス
ポーツに大きな貢献が期待されています。
また、世界的にも、スポーツは次なる経済

成長の柱の一つとして期待されており、ス
ポーツ関連分野の市場規模は順調に成長して
います。
しかし、我が国では、スポーツ分野の市場

規模は今のところ順調に成長しているとは言
いがたく、今後の成長の余地を大いに残して
いると考えられます。「日本再興戦略2016
年」において、 2025年でスポーツ関連
GDP15兆円を目標値としています。これは、
米国における対GDP成長率と同程度の水準
となっています。
この目標を達成するためには、従来と同じ

取組み方法では限界があり、従来のアスリー
ト重点の施策から脱却し、「する」「みる」
「ささえる」をトータルで考えた施策へのマ
インドチェンジが必要と考えられます。

アメリカ2.3倍
日本は、0.8倍

する

支える見る
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3. 県のスポーツ施策の方向性

2. 国のスポーツ施策の方向性
国では2011年、スポーツ基本法を制定し、

スポーツに関する施策の基本となる事項を定
めました。
また2020年オリンピック・パラリンピック

開催に向けた政府が一丸となった準備活動の
必要性から、2016年、文部科学省の外局と
してスポーツ庁が発足し、スポーツ施策を総
合的に推進することとなりました。
一方、国土交通省の外局である観光庁にお

いては、観光とスポーツの融合の観点から、
2011年にスポーツツーリズム推進基本方針
をとりまとめています。
このような流れの中で、スポーツ庁、観光

庁、文化庁は2018年、「スポーツ庁、文化
庁及び観光庁の包括的連携協定」を締結しま
した。
今後は、スポーツという単機能ではなく、

「スポーツ×文化×観光」をかけ合わせた施
策が展開されていくものと考えられます｡

目的
文化・スポーツを融合させた観光地域の
魅力向上
当面の連携・協力の観点
〇スポーツ・文化・ワールド・フォーラ
ムの開催

〇2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会等の開催や文化プログ
ラムの推進

〇文化・スポーツ資源の融合による観光
地域の魅力向上

〇訪日外国人旅行者を地域へ呼び込むた
めの受入環境整備やプロモーションの
推進

〇各庁が実施するイベント等や保有する
データに関する情報の相互共有

第１２次「千葉県体育・スポーツ推進計
画」は、これまでの取組の成果や現状を踏ま
えるとともに、スポーツ基本法（平成２３年
６月公布）、千葉県体育・スポーツ振興条例
（平成２２年１２月制定）に基づき、県総合
計画「新 輝け！ちば元気プラン」及び「第
２期千葉県教育振興基本計画 新 みんなで取
り組む『教育立県ちば』プラン」（平成２８
年３月策定）の趣旨を踏まえて策定されてい
ます。
「全ての県民が多面にわたるスポーツの価

値を基盤にしながら、健康で活力ある生活を
送り、互いに支え合う『スポーツ立県ち
ば』」の一層の推進を目指し、「スポーツ立
県ちば」の一層の推進をするために、以下の
6つの施策（リンク）を掲げています。
• リンク A「子どもの体力向上と学校体育活
動の充実」

• リンク B「運動・スポーツを楽しむための
健康・体力づくり」

• リンク C「スポーツ環境の整備」
• リンク D「競技力の向上」
• リンク E「東京オリンピック・パラリン
ピックを契機としたスポーツの推進」

• リンク F「スポーツによる地域づくりの推
進」

特徴
〇超高齢社会に備えた体育・スポーツの
推進

〇障害者の体育・スポーツの推進
〇オリンピック・パラリンピックのアク
ションとレガシー

出典
千葉県体育・スポーツ推進計画
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4. 鴨川市の現状と課題

公的不動産の状況

総合運動施設
地域随一の充実した市
有総合運動場施設

教育関連施設
低利用、遊休施設となっ
ている学校施設、学校
付属体育施設

環境・地理的条件

広域アクセス条件
首都圏から車（バス）、
鉄道によるアクセス

自然環境
マリンスポーツ、自転車、
ハイキング等のフィールド
と温暖な気候

人的・文化的条件

地域スポーツ活動

スポーツ文化の状況

施策・戦略の状況

2020オリ・パラ開催

鴨川市としての戦略
鴨川市総合計画、教育
振興計画において基本
的な考方が示されている

一体となった有効
活用がなされてい
ない

スポーツに適した自
然環境を有してい
る

地域のスポーツ活
動が活発化してお
り、スポーツの機運
が高まっている

鴨川市としての包
括的な戦略と、実
行の仕組みができ
ていない

リソースに恵まれているが、戦略的な取組みに到っていないため、
大きな機会損失を被っている状況

本市は多くの宿泊施設や医療施設、県内有
数の市所有の総合運動施設を有しています。
首都圏から近く、車、バス、鉄道によるアク
セスがあり、都心に近いスポーツに適した自
然環境が整っています。千葉ロッテマリーン
ズキャンプをはじめ、オルカ鴨川ＦＣの活動
やアウトドア、マリンスポーツ、サイクリン
グイベントなども行われており、地域のス
ポーツ活動が活性化しています。さらに2020
年東京オリンピック・パラリンピックを控え
ており、国全体でスポーツへの機運が高まっ
ています。
ところが、スポーツを中心に捉えた他産業

との連携や、より幅広い人々が関わっていく
スポーツの日常化については、手付かずのま
まです。また、国はスポーツを単機能では無
く、文化や観光と掛け合わせた施策を展開し
ようとしているなかで、本市の持つ豊富な地
域資源が活かしきれていません。
このように、本市はスポーツによる地域振

興の資源（リソース）に恵まれているものの、
戦略的な取組みに到っていないため、大きな
機会損失を被っている状況です。

現状認識
〇南房総地域随一の市所有の総合運動施
設→✕柔軟に活かしきれていない

〇キャンプ地として恵まれた環境・地理
的条件→✕積極的な誘致がなされてい
ない

〇などしこリーグに参戦するオルカ鴨川
FC→✕施設が公式戦開催要件を満たせ
ていない

〇サーフィンなどのマリン・ビーチス
ポーツのための土壌→✕恵まれた土壌
を活かしきれていない

〇2020年東京五輪の開催→機会を活かし
きれていない

〇多目的体育館の建設凍結→✕文化・音
楽活動の拠点が乏しい

〇廃校などの遊休施設の増加→✕放置さ
れている施設も多く活用しきれれてい
ない
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5. 施設状況

鴨川市内スポーツ関連施設の一覧
施設名 規模
①総合運動施
設 全面積127,811㎡

内
訳

野球場
全体16,658㎡ グランド13,200㎡
両翼97.5ｍ センター122ｍ
収容人員4,480人 (ﾒｲﾝ 854、内野 1,292、外野
2,334)

ソフトボール
場

グランド 5,139㎡
両翼 70ｍ センター 70ｍ

投手練習場 床面積 476.57 ㎡ ５人投

文化体育館
延床面積3,996㎡
アリーナ2,373㎡（床人工芝）
可動式観覧席1,017㎡(1,000 席)
トレーニングルーム

陸上競技場

（第三種公認）全体50,490㎡
・トラック400ｍ×8コース ウレタン全天候舗装
・インフィールド サッカーコート105ｍ×68ｍ芝(高麗)舗
装
・メインスタンド 鉄筋コンクリート造り1,240人収容
・芝スタンド 3,000人収容
・駐車場 大型５台普通５１１台

サッカー場 全体 13,728㎡ 人口芝舗装
サッカーコート 100ｍ×65ｍ

施設名 規模
②体育センター 全面積〇〇㎡

内
訳

グラウンド
14,000㎡
野球、サッカー、ソフト
ボール他

庭球場 2,857㎡
クレーコート２面

弓道場
射場３６㎡
近距離２８ｍ
立数３人

③大川面運動広
場

１１，０４２㎡
野球、グラウンドゴルフ
他

④大川面庭球場 ８２２㎡
全天候型コート１面

⑤大山庭球場 １，７５６㎡
全天候型コート１面

⑥宮運動場 １２，９６８㎡
野球他

⑦小湊スポーツ館
１，０８２㎡
１階柔道場、剣道場
２階アリーナ

要修正、上記と対応させる

鴨川市内スポーツ関連施設の位置
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5. 施設状況

①鴨川市総合体育施設

サッカー場 野球場

ソフトボール場 投球練習場文化体育館

陸上競技場

鴨川市総合運動施設は、野球場をはじめ、
ソフトボール場や文化体育館、陸上競技場、
サッカー場などが集積する、県南では有数の
一大スポーツ拠点です。市民や地域のスポー
ツ大会、練習などに利用されています。市外
からプロチームや大学、高校の合宿などにも
利用され、平成29年度の利用状況は、1,963
回、約10 万7,500人の利用となっています。

総合運動施設の主な利用実績
○野球
日本ハムファイターズ、千葉ロッテマ
リーンズ、ソフトボール女子日本代表、
法政大学、早稲田大學、東洋大学、浦
和学院、早稲田実業、聖光学院、東芝、
ＪＲ東日本

○陸上競技
全日本代表クラス、早稲田大学、順天
堂大学、千葉県国体選抜チーム、市立
船橋、八千代松蔭

○サッカー
モンテディオ山形、Ｊ Ｆ Ｌ サッカー
大会、なでしこリーグサッカー大会、
千葉県高等学校サッカー選手権大会
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5. 施設状況

⑥宮運動場 ⑦小湊スポーツ館

写真 内観

②体育センター

グラウンド 弓道場庭球場

④大山面庭球場③大山面運動広場 ⑤大山庭球場

体育センターはかつての鴨川中学校で、昭
和４２年に社会体育施設として教育委員会の
管理となり、昭和４８年の若潮国体ではラグ
ビー会場として利用されました。その後、改
修され現在の施設となっています。

平成２４年度にはグラウンド周囲１９６ｍ
に、高さ１５ｍから１０ｍのバックネットと
両翼の防球ネットを整備しました。卓球場、
体育館及び旧鴨中プールは既に解体されてい
ます。

その他のスポーツ関連施設
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6. 使用料・収支現状分析

運動施設の使用料
テキスト

グラフ

グラフ

グラフ

グラフ

運動施設の収支現状
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7. ニーズ調査結果

個人向けアンケート
テキスト

グラフグラフ

グラフグラフ

グラフグラフ

テキスト
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7. ニーズ調査結果

団体向けアンケート
テキスト

グラフグラフ

グラフグラフ

グラフグラフ

テキスト
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1. スポーツの地域振興のあり方、方向性、めざす姿

● 「スポーツの力・文化の力でまちづくり」を地域振興のキー・コンセプトとします
● 鴨川市の観光分野で掲げているビジョン「ウェルネスリゾート」を市全体で共有し、
ウェルネスリゾート ＝ 心身の健康 ＝ 「元気鴨川」 を目指します。

スポーツの力・文化の力でまちづくり
鴨川市では国の方向性も踏まえ、さらに先

駆的に発展した取り組みとして、スポーツと
文化を統合した取り組みを展開していきたい
と考えます。
具体的には、取組みのキー・コンセプトを

「スポーツの力・文化の力でまちづくり」と
設定し、戦略的な地域振興を推進する指令塔
となる「スポーツ・カルチャーコミッショ
ン」（後述）を設立し、スポーツと文化を統
合した取組みを推進します。
スポーツと文化を統合して取り組むことに

は次のようなメリットが考えられます。

キー・コンセプト 「スポーツの力・文化の力でまちづくり」

① 心身の活性化 ② 健康増進 ③ ブランディング ④ ＡＬＬ鴨川

シェアミッション：市全体で共有すべき使命
＝ 「良質な日常」の提供 ⇒ ライフ（人生、生活）に＋αを提案し、提供する

「スポーツ・カルチャーコミッション」を指令塔とした戦略的・一体的な取組み

スポーツ 文化まちづくり

シェアビジョン：市全体で共有すべき方向性
＝ ウェルネスリゾート（心身の健康）：元気鴨川

スポーツと文化を統合した取り組みのメリット
① “スポーツを文化に” を体現できる。

“スポーツを文化に”という有名なフレーズ
を体現した取り組みということを訴求でき
ます。

②”無形”に価値を追求する共通点の相乗効果が
期待できる。
学校の部活動でも文化部・運動部があるよ
うに、スポーツと文化の両者は密接な関係
をもっています。
スポーツも文化も無形に人々が価値を追求
するという共通点があります。両者を一体
で取り組むことで、相乗効果による新たな
価値の創出が期待できます。

③施設の共存を図り、効率的な運営が実現される。
実際にスポーツ施設と文化施設が併設・共
有されるケースも多く、施設管理・活用と
いう点においても両者を一元的にとりまと
める仕組みづくりは効率的な運営を実現し、
幅広い利用者や来館者を集めることにもつ
ながります。



C スポーツを通じた地域振興の方針

15鴨川市 スポーツを通じた地域振興基本計画

2. 期待される地域振興効果

3. 鴨川市が保有する公的不動産の活用

4. 総合運動施設のあり方、方向性
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5. 使用料のありかた

１基本方針の考え方
１） 受益と負担の公平性の確保
使用料・手数料は、施設や特定の行政サー

ビスの利用者（受益者）に、経費の一部を負
担いただいているものであり、料金が安いほ
うが望ましいことは言うまでもありません。
しかし、サービス提供に要する経費に比して
負担額が少額である場合は、経費の不足分は
市民全体の税金で賄うことになり、結局、施
設やサービスを利用しない人にも負担してい
ただくことになります。そのため、使用料・
手数料等の設定は、施設やサービスを利用す
る人と利用しない人の均衡を考慮し、負担の
公平性を確保するべきと考えます。
もちろん、市民の皆さんのご理解とご協力

が得られるよう、施設の最適化を進めると共
に、効率的な施設の管理運営や事務の効率化
など継続的な経費縮減に努めながら、料金設
定の適正化を図っていく必要があります。

２） 算定方法の明確化
使用料・手数料等を設定に当たり、適正な

受益者負担を求めるためには、使用料・手数
料等の算定根拠を明確にし、市民の皆さんに
わかりやすく説明できるようにする必要があ
ります。サービス提供に要するコストを基礎
として、そのコストの全部又は一部を料金化
することが基本となります。
コストを明確に把握し、効率的な事務事業

の遂行によるコスト削減の努力を続けること
は、使用料・手数料等の上昇を抑制するとと
もに、市職員のコスト意識を向上させる上で
も必要な取組であると考えます。

２使用料・手数料等の設定に関する基本方針
以上の考え方などを踏まえ、市民の皆さん

の理解と協力を得ながら進めることとします。

〇原価算定方式によるコスト計算を行います。
〇行政サービスを性質別に分頬し、受益者負担と
税負担の割合を明確にします。

〇減免制度の標準化、適正化を行います。
〇市民負担の急激な増加を防ぐための方策を講
じます。

〇定期的な料金見直しを実施します。

３使用料・手数料等の設定方針
以上の考え方などを踏まえ、市民の皆さん

の理解と協力を得ながら進めることとします。

１） 使用料の算定方法
使用料の基準額は、原則として次の基本式

により算定します。

使用料基準額 ＝ 原価 X 受益者負担率

２） 原価の算定
受益者負担の適正化を図るためには、施設

の貸出や管理にどれだけの経費がかかってい
るのかを把握し明らかにしなければなりませ
ん。
使用料を設定する際、原価に算入する経費

には、施設の貸出・管理に関する経費（人件
費、維持管理経費）及び施設の取得等に関す
る経費（用地取得費、建物建設費（減価償却
費）、償 還利子）が考えられます。
施設の取得等に関する経費を含んだフルコ

ストを使用料の原価に算入するという考え方
もありますが、本計画では、サービスを提供
するために経常的にかかる貸出・管理に関す
る経費のみを原価に算入することとし、以下
の考え方により原価を算定することとします。

ア 施設の貸出・管理に関する経費
(ア)人件費

施設の貸出・管理に直接従事する職員
の人件費を、一般会計の全一般職員の基
準年度を含む過去 3 年間の平均人件費か
ら算出します。（貸出・管理以外の業も
務併せて行うような場合には、勤務全体
に占める手待ち時間を含む貸出・管理に
関する割合を節出し、人件費の計算にお
いて考慮することとします。）

施設の運営形態やサービスの内容が多種多
様であることから、統一基準によることが適
当でない場合は、その根拠を明確にすると共
に、合理的な料金の設定を行うこととします。
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5. 使用料のありかた

【算入対象項目】
職員給料、職員手当（扶蓑・地域・住

居・管理職・通勤・期末勤勉）、負担金
（共済組合負担金・災害補償基金負担
金）
なお、一般職員だけではなく、公民館

館長などの非常勤特別職や、臨時職員等
が貸出・管理に携わっている場合につい
ては、該当する人数分の報酬等を人件費
に算入することとします。

（イ）物件費等の経費
施設の貸出・管理にかかる経常的な物

件費、補助費等、維持補修費などの経費
の、基準年度を含む過去 3 年間の平均額
を用いて算出します。
【算入対象項目】
需用費 (消耗品費、燃料費、印刷製本

費、光熱水費、修継料等）、役務費（通
信運搬費、手数料、火災保険料等）、委
託料（指定管理料含む）、使用料及び賃
借料、その他施設の貸出・管理にかかる
経費

イ 施設の取得等に関する経費について
市には、住民の福祉を増進するために施設

の設置が求められており、特に幅広い市民が
利用する施設については、「市民全体の財
産」として誰もが利用することができるもの
です。そこで、施設の取得等に関する経費
（用地取得費・建物建設費（減価償却費）・
償還利子）については、原則として利用者に
負担を求めるのではなく、税金（市民全体）
で負担すべきものと考え、使用料の原価には
算入しないこととします。

ウ 原価の計算
（ア）貸室等（ホール・会議室など）の
原価計算

1 時間当たり原価 ＝ 施設の貸出・管理
に関する年間経費十貸出対象総面積＋
（年間利用可能時間 x 稼働率） X 利

用（室）面梢
※ 稼働率：基泄年度を含む過去 3 年

の実績を基に 、想定される適正な稼働率
を簑定し算人します。

（イ）個人利用施設（健康増進セン
ター・プールなど）の原価計算

1 人当たり原価 ＝ 施設の貸出・管理に
関する年間経費十年間施設利用者数
※ 年間施設利用者数：基準 年度を含む

過去 3 年の実紬を基に、収支均衡につい
ても考慮した」こで、適正な目標数を算
定し算人します。

３）受益者負担率
使用料の設定に当たっては、その施設の行

政コストを利用者が負担することが前提とな
りますが、その施設の性質に着目せずに一律
同様に利用者に負担を求めることとすると、
逆に公平性・公正性を損なう可能性がありま
す。
現在、市が市民の皆さんのニーズに応え提

供している施設は多岐にわたっています。そ
の中には、道路・公園のように、日常生活に
不可欠である上、民間での提供が難しいもの
や、スポーツ施設、コミュニティ施設のよう
に、特定の市民が利用し、民間でも類似の
サービスを提供している施設などさまざまな
ものがあります。
よって、施設の設置目的・その性質などか

ら負担のあり方を考えることとし、「必需
性」、「選択性」、「非市場性」、「市性
場」の4つの視点から分類することにより、
次のとおり受益者（利用者）と税（市民全
体）との負担の割合を定めることとします。
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5. 使用料のありかた

◆必需的（基礎的）施設
日常生活を営む上で、ほとんどの市民
が必要とする施設

◆選択的施設
特定の市民に必要とされる施設

◇市場的施設
民間でも提供されており、行政と民間
が競合する施設

◇非市場的施設
民間では提供されにくく、主として行政
が提供する施設

４）減額・免除
ア 減額・免除制度の基本方針
市の施設では、高齢者・障害者などへの

配慮や、社会教育団体・社会福祉団体・地
域住民団体などの活動を支援・推進する蜆
点から、施設ごとの基準により使用料の減
額・免除を幅広く認めており、施設の利用
促進に一定の効果をあげています。しかし
ながら、受益者負担の公平性・公正性を確
保するという観点から考えると、減額・免
除については、政策的特例措置として適用
を限定すべきといえます。
そこで、使用料の減額又は免除は、真に

やむを得ないものに限定するという考え方
を再確認した上で、受益者負担の明確化、
利用者間の公平性・公正性の観点から減
額・免除制度を見直すこととします。

〇減額・免除制度の基本方針
◆受益者負担原則の徹底
減免は、特例的な措置であることを明確に
し、本来の目的・必要性に即した限定的な
ものとします。

◆基準の統一
公平性・公正性を確保するために、基準の
統一を図ります。

ただし、統一基準によることが困難な施
設については、負担の公平性と施設の設置
目的、利用者との関係などを十分考慮して、
施設ごとに設定することとします。

イ 減額・免除の基準
（ア） 全施設に共通の基準

公共・公益上の使用に限り、免除する
ものとします。
a 市（行政委員会、市が設置する附属機
関を含む。）が主催するとき
b 施設の管理運営団体（指定管理者）が
施設の管理運営目的で利用するとき

（イ）各施設での個別適用基準
上記の共通の基準に加えて各施設にお

いて減額・免除の対象を定める場合は、
上記の基本 方針でも述べたとおり、
「使用料の減額又は免除は、真にやむを
得ないものに限定する」と いう考え方を
十分考慮して設定することとします。
また、市としての政策課題として「子

育て環境の整備」「障害者の社会参加の
促進」とい ったものが挙げられます。
これらの政策への対応としては次のとお
り取り扱うことを原則として、その上で、
各施設の設置目的や性質を考慮し、減
額・免除の設定を行うこととします。
a 半数以上が市内在住の障害者で構成す
る団体が利用するとき［減額】
b 半数以上が市内在住の中学生以下で構
成する団体が利用するとき【減額】
c 個人利用施設について、市内在住の障
害者が利用するとき【減額】（介助者 1 
名は【免除】）
d 個人利用施設について、市内在住の中
学生以下の者が利用するとき【減額】
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5. 使用料のありかた

※中学生以下が個人で利用する場合や、
65歳以上の高齢者が個人で利用する場合
に対して、あらかじめ「子ども料金」や
「高齢者料金」の設定を行うなど、施設
の性質に応じた料金設定を行う場合もあ
ります。

（ウ）減免率の設定
できる限りわかりやすく、簡素な料金設

定とすることが望ましいことから、原則的
に、免除（100％）、減額（50％）の２段階
とします。

５）その他
ア 市民以外の者の利用について
市の施設は、市民が優先してサービスの

恩恵を受けるべきであることから、市民以
外の者の使用料は、原則として市民料金の5
割増しの料金とします。
（団体での利用の場合は、団体の所在地

をもって判断することとします。）

イ 営利目的の利用について
営利目的の場合の使用料については、原

則として基本料金の10割増しの料金としま
す。

ウ 午前・午後・夜間等の料金設定について
施設の利用形態を考慮した上で、やむを

得ないと認める場合を除き、原則として午
前・午後・夜間等による料金区分を廃止し、
全日を通しての平均した1時間当たりの単価
を基準に料金を設定します。

エ 冷暖房加算について
冷暖房期間中も冷暖房を使用しない場合

があることや、わかりやすく簡素な料金設
定を行うという観点から、原則として冷暖
房に対する加算は行わないこととします。
（冷暖房にかかる光熱水費については、

原価に算入済みとなっています。）

オ 端数処理について
正確に使用料を算定すれば1円単位となり

ますが、複雑であり好ましいものではない
ことから、原則として10円単位となるよう
端数処理を行うこととします。

カ 附帯設備・備品などの使用料について
民会館におけるピアノ等や公民館におけ

る陶芸窯のように、施設の利用とは別に利
用者の意向によって使用が可能なもので、
個別の使用によって減価償却されるものや
新たな経費が発生するものについては、別
に料金を定めます。

キ 指定管理者による利用料金制導入施設
指定管理者による利用料金制を導入して

いる施設については、基本方針に基づき、
利用料の上限を設定することとします。

ク 設定料金の調整について
公民館など同一種類の施設間での均衡や、

近隣自治体との均衡などに配慮する必要性
が 認められるものについては、設定料金を
調整する場合があります。

３ 定期的な見直しと市としての努力
１）見直しのサイクル
受益と負担の公平性を確保しながら、施

設の運営改善と行政サービスの改善を目指
すために、使用料・手数料の見直しは、原
則として4年ごとに実施します。
また、基本方針についても、必要に応じ

て、適宜見直しを行うこととします。

２）施設の充実、利用者拡大施策の実施と経
費削減の努力
この基本方針では、人件費、維持管理費

を行政コストとして捉え、使用料を算定す
ることとしています。このことは、業務の
見直しなどの経費節減を進めることが、結
果として使用料・手数料を低減することと
なります。また、稼働率を向上させること
が、結果として施設における税金の投入を
縮減することにつながります。
よって、市は、「効率的な施設運営及び

事務の推進による利用者負担の軽減」と
「サービス 内容の拡充と稼働率の向卜」の
両面を目指していく必要があることを認識
し、PPP(官民連携手法）の導人などによる
サービス向上、経費節減、そして更なる稼
働率の向上に向け、積極的に取り組んでい
くこととします。
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1. コミッション組織の設置

● 国が推進する方向性をより発展的に捉えた鴨川流コミッション阻止意図してスポーツ・カル
チャーコミッションを設立し、スポーツと文化を一体的に推進します。

● 鴨川市のイメージアップ・ブランディングにより、将来的には移住・定住の促進を図ります

地域スポーツコミッションとは（スポーツ庁より）
スポーツと、景観・環境・文化などの地域

資源を掛け合わせ、戦略的に活用することで、
まちづくりや地域活性化につなげる取組が全
国で進められています。例えば、スポーツへ
の参加や観戦を目的とした旅行や、スポーツ
と観光を組み合わせた取組である「スポーツ
ツーリズム」 、域外から参加者を呼び込む
「地域スポーツ大会・イベントの開催」 、
国内外の大規模な「スポーツ大会の誘致」、
プロチームや大学などの「スポーツ合宿・
キャンプの誘致」などが、代表的な取組です。
各地でこれらの取組を推進しているのが、地
方公共団体とスポーツ団体，観光産業などの
民間企業が一体となって組織された「地域ス
ポーツコミッション」です。スポーツを通じ
た地域振興の、まさに中心的存在として活動
しています。

▶地域スポーツコミッションの活動支援
（スポーツ庁）
http://www.mext.go.jp/sports/b_men
u/sports/mcatetop09/list/detail/1372
561.htm

▶千葉県内のスポーツコミッション
木更津市
きさらづスポーツコミッション
銚子市
特定非営利活動法人銚子スポーツコ
ミュニティー
成田市
成田スポーツツーリズム推進会

先進事例（１）金沢文化カルチャーコミッションの取組み

先進事例（２）オガール紫波取組み

テキスト

テキスト

写真 写真

写真 写真
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2. 鴨川流コミッション組織の提案、方向性

スポーツ・カルチャーコミッション
鴨川市では国の方向性も踏まえ、さらに先

駆的に発展した取り組みを展開していくため
に、スポーツと文化を統合した、スポーツ・
カルチャーコミッションを創設します。

スポーツの力・文化の力でまちづくり
スポーツ・カルチャーコミッションは、鴨

川市の地域振興のキー・コンセプトである、
スポーツの力・文化の力でまちづくりの推進
指令塔として次の価値を提供します。

① 心身の活性化
スポーツや文化を通じた感動は人々の心
身を活性化させる。まちづくりの原動力
となる人々が活性化することで、地域振
興や経済活動が活性化します。

② 健康増進
スポーツや文化の実践は健康増進につな
がり、我が国の課題である健康寿命を向
上します。

③ ブランディング
スポーツや文化は、直接的な経済効果は
計りにくいが、付加価値を高め、地域の
イメージを向上させる効果が高く、地域
のブランディングに貢献します。

④ ＡＬＬ鴨川
スポーツや文化には、思想・信条に関係
なく幅広い人たちが参加できる包容力が
ある。地域一丸となった広がりのある活
動展開が期待できます。
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2. 鴨川流コミッション組織の提案、方向性

シェア･ビジョン（鴨川市全体で共有すべき方向
性）

ウェルネスリゾート
＝ 心身の健康 ＝ 元気鴨川

鴨川観光プラットフォーム（鴨川市前原
横渚海岸周辺の魅力づくり検討委員会）で
提唱している鴨川市が目指すべき未来像で
ある「ウェルネスリゾート」を全市的に共
有し、本プロジェクトでも究極的なゴール
として設定します。
「ウェルネス」ということばは一般的に

はわかりづらいので、例えば「元気」とい
うわかりやすく、幅広い世代が「自分ご
と」と思えるようなフレーズを使用します。

シェア･ミッション（ビジョンを実現するために大局
的な行動目標）

“良質な日常”の提供
＝ Life+（人生に＋αを提供する）

「ウェルネスリゾート」を実現するため
に掲げられているミッションが“良質な日常”
の提供である。
本プロジェクトでも“良質な日常”の提供を

共有すべきミッションとするが、観光客に
とってその動機は“非日常”を味わうことでも
あり、“日常”という単語はミスリードを招く
おそれもある。
そこで、“良質な日常”を表現する端的なフ

レーズとして「Life+」ということばを提唱
する。

Lifeとは日々の生活であり、日常である。
そこになにかを＋αしたものが“良質の日常”
であり、我々は既存の全ての物事に鴨川な
らではの「プラス」を追求し、提供してい
くことをミッションとする。

スポーツ・カルチャービジョン（本計画で実現を目
指す方向性）

鴨川市のイメージアップ・ブランディ
ングにより、移住・定住を促進する

本計画において鴨川流スポーツ・カル
チャーコミッションでは、スポーツ・カル
チャービジョンとして次の3点を当面の活動
目標に設定します。
①スポーツ・カルチャーによる地域ビジネ
スモデル確立
▶ スポーツ産業の確立 ＝ スポーツの地

位向上
▶ 持続可能な仕組みづくり

②スポーツを文化にする
▶ 日常化

③スポーツがまちづくりのＨＵＢとなる
▶ 他分野との連携
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3. 鴨川流コミッション組織「スポーツ・カルチャーコミッション」の推進体制

支援

東京オリンピック・パラリンピック
鴨川市対策推進本部

スポーツを通じた地域振興推進委員会

庁内・民間合同プロジェクトチーム
（実働部隊）

（
業
務
支
援
会
社
）

ミ
ラ
イ
ノ
ラ
ボ
Ｊ
Ｖ

千葉大学

ＪＴＢ

ＪＳＴＡ

エイピス

市役所

民間

スポーツを通じた地域産業振興計画

スポーツ・カルチャーコミッション（法人化）

本文 本文
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4. 事業方針

領域 種目 内容

歴史

野球 少年野球／千葉ロッテマリーンズ 等

バスケットボール ミニバス／千葉ジェッツ／車椅子バスケット 等

武道 剣道等伝統的に強豪の部活動／国際武道大学／
BUDOツーリズム 等

環境 アウトドアスポーツ（マリン） マリン（サーフィン等）／ビーチ／釣り 等

アウトドアスポーツ（フィールド） サイクル／トレイルラン 等

前衛性
女子スポーツ オルカ鴨川ＦＣ／ロードレースチーム／女子ソフトボール

等

ハンデキャップドスポーツ
（パラリンピック関連）

車椅子バスケット／車椅子陸上／ブラインドサッカー 等
=シニアへの対応

スポーツのセグメンテーション
スポーツ分野での取り組み対称としては、

重点種目は以下の通り7種目にセグメンテー
ションできる。
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5. 鴨川流コミッション組織の３大事業部門＋２部門

① キャンプ･イベント誘致･運営事業
対象：プロ・アマチュアスポーツチーム、スポーツ団体、学校
◯ スポーツコミッションの柱となる事業
◯ スポーツ・文化合宿や大会などの誘致・運営
◯ 指定管理事業と連携した市所有の施設の有効活用・一定の収益の確保
◯ 地域の宿泊施設、商工業者などとの連携 ▶ 地域の経済活性化

② ジョイントベンチャー型指定管理事業
対象：プロ・アマスポーツチーム、スポーツ団体、学校、企業、市民（一般利用）
◯ 市所有の総合運動施設、廃校などの遊休施設の管理・運営の指定管理受託
◯ ジョイントベンチャー型の事業推進
▶ 事業体へのスポーツ関連企業の参画 ＝ 専門的知見やノウハウの活用

◯ 当面、コミッションの主要な収益源

③ スポーツカルチャー創造事業（Sports+開発）
対象：企業、スポーツツーリスト、市民
◯ 「スポーツを文化に」「スポーツをまちづくりのＨＵＢに」未来像を目指す。
◯ スポーツの定義の拡大 ▶ 一般市民レベルにおける、スポーツの日常化
◯ 前衛性のあるスポーツ分野への積極的な取り組み ▶ 強烈なメッカづくり
◯ フィルムコミッション、ロケツーリズムの検討
▶ 心身の健康、健康寿命の向上を実現するウェルネスリゾート
▶ スポーツ（sport）のもつ「楽しさ」を活かした地域課題の解決
例：草刈りなど一次産業へのスポーツ要素（競技性・娯楽性）のアドオン

④ 地域メディア事業

⑤ 事務局代行事業

３大事業部門

２部門
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4. 総合運動施設運営の指定管理のあり方、方向性

5. 収益を上げる適正料金とは
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2. 必要経費

1. 目標値の提示
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3. 運営体制

平成32年度以降＝ 公：民＝３：７目標 ⇒ 自走
プラットフォームとＪＶ（ハイブリッド型運営）

市

鴨川観光プラットフォーム(株)スポーツ・カルチャー
コミッション
（公益法人）

旅行・観光業務委託

市民 大学
千葉大・城西国際大・
国際武道大・亀田医療大

スポーツ団体
体育協会

サッカー協会・オルカなど
企業・団体

支援・参画・人財投入

職員出向・指定管理

鴨川まち創造ＪＶ

ハイブリッド型運営体制とは、２つ（複
数）の法人による、それぞれの特徴を活か
して収益事業・公益事業をバランス良く運
営する組織モデルです。

鴨川式ハイブリッド型運営体制

公益法人
（社団･NPO）

スポーツ
カルチャー
コミッション

会社法人
（株式会社）
鴨川観光

プラットフォーム

市

民

（行政）

（民間）

公益事業

収益事業

共益事業

ハイブリッド型運営

Ｊリーグなどをはじめとする多くの地域
スポーツクラブで採用されています。
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4. ロードマップ

平成30年度 スポーツカルチャーコミッションの創設に向けた準備作業
① 現状調査・分析
② ビジョン・ミッションの設定
③ 具体的な事業の計画
④ モニタリング（イベント、ツアー、キャンプ、スポーツ商品のモニター販売・実施など）
⑤ 先進地視察（オガール紫波を予定） ：平成30年11～平成31年１月頃
⑥ シンポジウムの実施（地域理解の醸成） ：平成30年12月頃
⑦ ①～⑥の取り組みを踏まえた地域振興計画の策定 ▶ 組織の設立（法人化）

平成31年度 スポーツカルチャーコミッション創設・事業開始
① 組織設立・事業開始 ：平成31年３～４月
② キャンプ・イベント誘致事業の展開（2020年東京五輪を目途）
③ 指定管理に向けた準備
④ スポーツカルチャー創造事業のモニタリング

平成32年度 スポーツカルチャーコミッションの本格事業開始
① キャンプ・イベント運営（2020年東京五輪）
② 指定管理受託・業務開始 ▶ 一定の収益確保
③ スポーツカルチャー創造事業の実施
④ 自走に向け、自己収益性の向上
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5. 運営にあたって大切にすること

① “メガ”ではなく“コツコツ”
◯ 土日休日・繁忙期に開催する“メガイベント”

▶ 観光・サービス事業者が動けない。サービス低下のおそれもある。
▶ 経済的・人的コストの地域の持ち出しも多い。

② 平日・閑散期のスポーツ･カルチャーツーリズム商品開発
◯ スポーツ施設、観光・サービス業 ＝ 平日や閑散期の集客がほしい
◯ 平日・閑散期に “程良い”集客を実現する仕組み ＝ 本市（地域）の課題

▶ 地域の持ち出し、人的負担が少ない。
▶ 地域も質の良いサービスが提供できる、適正数の来訪者・参加者の集客
▶ リピーター・ファン獲得の期待

▼
平日・閑散期の “コツコツ”型の持続可能な仕組み
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スポーツを通じた地域振興推進委員会委員名簿
Ｎｏ． 団体名 役職 氏名

1 鴨川市体育協会 会長 花山 藤太郎

2 鴨川市スポーツ推進委員連絡協議会 会長 山下 洋介

3 オルカ鴨川ＦＣ 代表 亀田 秀次

4 南房総サイクルツーリズム協会 会長 高橋 松吉

5 一般社団法人 鴨川市観光協会 会長 鈴木 健史

6 鴨川市商工会 会長 島田 誠一

7 鴨川観光プラットフォーム株式会社 事業推進統括 安田 景憲

8 鴨川サーフィンクラブ 会長 川井 幹雄

9 学校法人 城西国際大学観光学部 教授 渡辺 淳一

10 学校法人 国際武道大学 教授 清水 宣雄

11 学校法人鉄蕉館 亀田医療大学 事務局長 江羅 茂

12 一般社団法人 鴨川青年会議所 理事長 金杉 司

13 鴨川ライオンズクラブ 会長 栗本 昭

14 鴨川ロータリークラブ 会長 小高 由加里

15 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 スポーツ医学科部長 大内 洋

16 市民 森谷 宝子

17 市民 佐藤 翔太

18 市民 里見 美佳
専門部会名簿

1 一般社団法人 鴨川市観光協会 会長 鈴木 健史

2 国際武道大学 教授 清水 宣雄

3 鴨川観光プラットフォーム株式会社 事業推進統括 安田 景憲

4 オルカ鴨川ＦＣ ＧＭ 北本 綾子

5 鴨川サーフィンクラブ プロサーファー 小川 直久

6 南房総サイクルツーリズム協会 事務局長 瀬戸川 賢二

スポーツを通じた地域振興庁内プロジェクトチーム会議

職 名 氏 名 備 考

１ 建設経済部農林水産課 西宮 孝一郎

２ 建設経済部商工観光課 髙梨 泰里

３ 総務部総務課 市川 一郎

４ 経営企画部企画政策課 森 和之

５ 建設経済部スポーツ振興課 課長 鈴木 克己

６ 建設経済部スポーツ振興課 事業推進担当 岡野 大和

事務局 建設経済部長筆頭にスポーツ振興課 担当：鈴木圭一郎
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都道府県 活動エリア 組織名称
北海道 1北海道 北海道オリパラの会

2北海道 一般社団法人 北海道ゴルフ観光協会
3旭川市 旭川市スポーツ合宿誘致等推進協議会
4上富良野町 十勝岳スポーツコミッション
5釧路市 特定非営利活動法人 東北海道スポーツコミッション
6札幌市 さっぽろグローバルスポーツコミッション
7士別市 合宿の里士別推進協議会
8名寄市 なよろスポーツ合宿誘致推進協議会
9稚内市 稚内市スポーツ合宿誘致推進協議会

10苫小牧市 苫小牧市大会等誘致推進協議会
11帯広市 帯広市スポーツ合宿・大会誘致推進実行委員会
12釧路町 釧路町スポーツでまちを元気に推進委員会

岩手県 13岩手県 いわてスポーツコミッション
14北上市 スポーツリンク北上
15花巻市 はなまきスポーツコンベンションビューロー
16盛岡広域 盛岡広域スポーツコミッション（※1）

盛岡広域市町である盛岡市、滝沢市、八幡平市、雫
石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町が参画

宮城県 17仙台市＋7
市町

スポーツコミッションせんだい（※2）
宮城県+仙台市＋7市町が参画（名取市、多賀城市
村田町、七ヶ浜町、利府町、大和町、富谷市）

秋田県 18由利本荘市 由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション
山形県 19天童市 ホームタウンTENDO推進協議会
福島県 20相馬市 相馬スポーツツーリズム推進協議会

21南会津町 伊南スポーツツーリズム実行委員会
22いわき市 スポーツによる人・まちづくり推進協議会
23 いわき市スポーツコミッション

栃木県 24那須町 那須高原オールスポーツアソシエーション NASA
25日光市 日光市ゴルフ活性化推進協議会
26矢板市 矢板スポーツコミッション

群馬県 27前橋市 前橋スポーツコミッション
埼玉県 28 さいたま市 さいたまスポーツコミッション
千葉県 29木更津市 きさらづスポーツコミッション

30芝山町 特定非営利活動法人 成田臨空スポーツ文化推進ネッ
トワーク

31銚子市 特定非営利活動法人 銚子スポーツコミュニティ―
32成田市 一般社団法人 成田スポーツコミッション

東京都 33大田区 一般社団法人 おおたスポーツコミッション
新潟県 34新潟市 新潟市文化・スポーツコミッション

35十日町市 十日町市スポーツコミッション
36佐渡市 一般財団法人 佐渡市スポーツ協会

富山県 37南砺市 利賀地域ふるさと推進協議会
石川県 38金沢市 金沢文化スポーツコミッション
長野県 39長野県 長野県スポーツコミッション

40上田市 一般社団法人 菅平高原観光協会
41軽井沢町 特定非営利活動法人 スポーツコミュニティー軽井沢クラ

ブ
42茅野市 白樺湖活性化協議会
43長野市 長野市文化スポーツ振興部スポーツ課スポーツコミッショ

ン推進室
44松本市 一般社団法人 松本観光コンベンション協会

岐阜県 45岐阜県 清流の国ぎふスポーツコミッション事務局
46高山市 飛騨御嶽高原ナショナル高地トレーニングエリア推進協

議会
静岡県 47静岡県東部 東部地域スポーツ産業振興協議会

48静岡県中部 中部地域スポーツ産業振興協議会
49静岡県西部 西部地域スポーツ産業振興協議会
50掛川市 特定非営利活動法人 掛川市体育協会
51御殿場市 特定非営利活動法人 ふじさんスポーツコミッション協会
52富士地区 一般社団法人 富士山観光交流ビューロー
53三島市 三島市スポーツ・文化コミッション
54御前崎市 御前崎スポーツ振興プロジェクト

都道府県 活動エリア 組織名称
愛知県 55愛知県 あいちスポーツコミッション

56安城市 ホームチームサポーター事業実行委員会
57刈谷市 刈谷市国際スポーツ大会等誘致推進委員会
58犬山市 いぬやまスポーツコミッション

三重県 59三重県 みえゴルフツーリズム推進協会
60いなべ市 いなべ市サイクルツーリズム実行委員会
61熊野市 熊野マリンスポーツ推進委員会
62志摩市 一般社団法人 志摩スポーツコミッション

関西広域 63関西２府
４県

スポーツコミッション関西（※3）
事業所は堺市の関西大学人間科学部キャンパス内。構
成メンバーは大学＋民間企業が中心

滋賀県 64高島市 高島くつきトレイルランレース実行委員会
京都府 65京丹波町 京丹波町ホストタウン推進協議会
大阪府 66 大阪市 舞洲スポーツ振興事業推進協議会
兵庫県 67 香美町 香美町ウォーキングネットワーク会議

68 姫路市 ひめじスポーツコミッション
和歌山県 69 高野町 高野山・龍神温泉ウルトラマラソン実行委員会

70 南紀広域 南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会（※4）
事務局を和歌山県が担い、田辺市、白浜町、上富田町、
すさみ町、みなべ町、串本町が参画

鳥取県 71 鳥取県 鳥取県アウトドアスポーツ協議会
島根県 72 出雲市 特定非営利活動法人 出雲スポーツ振興２１
岡山県 73 美作市+8

市町村
美作国スポーツコミッション（※5)
美作市＋周辺8市町村（真庭市・新庄村・鏡野村・勝
央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町）と連携
各市町村の施設共用が当初目的。国内一般層を、9市
町村へ誘致することが主目的

74 美作市 スポーツキャンプ誘致岡山美作実行委員会（※6）
国内チーム及び海外ナショナルチームを美作市への誘致
が主目的
美作サッカー・ラグビー場は県所有なので、県や県内競技
団体も構成メンバーになっている

75 玉野市 渋川ビーチスポーツキャンプ誘致実行委員会
76 岡山市、倉

敷市
おかやまスポーツプロモーション機構

広島県 77 北広島町 一般財団法人 どんぐり財団
広島県・愛
媛県

78 しまなみ海
道沿い

しまなみ海道自転車道利用促進協議会（※7）
しまなみ海道に関係する２県２市（広島県・愛媛県・
尾道市・今治市）で構成

山口県 79 下関市 観光交流部スポーツ振興課スポーツコミッション推進係
80 宇部市 宇部市スポーツコミッション

徳島県 81 徳島県 国際スポーツ大会県内準備委員会
82 自転車利用促進協議会

九州広域 83 九州７県 九州スポーツツーリズム推進協議会
福岡県 84 北九州市 北九州市大規模国際大会等誘致委員会
佐賀県 85 佐賀県 佐賀県スポーツコミッション
長崎県 86 長崎県 長崎県スポーツコミッション（※8）

2017年7月現在、93団体が参画、県内21市町全てが
参画

熊本県 87 南関町 南関町スポーツコミッション
88 上天草市 スポーツの里づくり推進協議会

宮崎県 89 宮崎県 スポーツランド宮崎推進協議会
90 えびの市 えびの市スポーツ観光推進協議会
91 小林市 小林市合宿誘致推進協議会

鹿児島県 92 鹿屋市 かのやスポーツコミッション
93 さつま町 コンベンションタウンさつま推進協議会
94 薩摩川内

市
薩摩川内スポーツコミッション

95 霧島市 霧島市スポーツ団体誘致歓迎実行委員会
96 奄美大島 奄美スポーツアイランド協会

（１市１町２村）
沖縄県 97 沖縄県 スポーツコミッション沖縄

以下の4要件に合致した活動を行っている組織を、地域スポーツコミッション推進組織として集約。
≪要件１≫常設の組織であり、年間を通じて活動を行っている。（時限の組織を除く）
≪要件２≫スポーツツーリズムの推進、イベントの開催、大会や合宿・キャンプの誘致など、
スポーツと地域資源を掛け合せたまちづくり・地域活性化を主要な活動の一つとしている。
≪要件３≫地方自治体、スポーツ団体、民間企業（観光産業、スポーツ産業）等が一体となり組織を形成、または協働して活動を行っている。
≪要件４≫特定の大会・イベントの開催及びその付帯事業に特化せず、スポーツによる地域活性化に向けた幅広い活動を行っている。
※構成員の常勤・兼務は問わない。※上記の要件を備えていれば必ずしも、組織名称は問わない。
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時間区分
利用区分

午前
午前９時から
正午まで

午後
午後１時から
午後５時まで

夜間
午後６時から
午後９時まで

全日
午前９時か
ら午後９時
まで

１時間

昼間 夜間

主体育室(ア
リーナ部分)

レクリェーショ
ン・アマチュアス
ポーツに利用
する場合

入場料を徴収
しない場合

高校生以下 円 円 円 円 円 円

6,000 8,000 9,000 23,000 2,000 3,000

一般 12,000 16,000 18,000 46,000 4,000 6,000

入場料を徴収する場合 30,000 40,000 45,000 115,000 10,000 15,000

プロスポーツに
利用する場合

入場料を徴収しない場合 24,000 32,000 36,000 92,000 8,000 12,000

入場料を徴収する場合 120,000 160,000 180,000 460,000 40,000 60,000

集会・その他の
催し物に利用
する場合

入場料を徴収
しない場合

営利又は宣伝
を目的としない
場合

12,000 16,000 18,000 46,000 4,000 6,000

営利又は宣伝
を目的とする
場合

60,000 80,000 90,000 230,000 20,000 30,000

入場料を徴収
する場合

営利又は宣伝
を目的としない
場合

30,000 40,000 45,000 115,000 10,000 15,000

営利又は宣伝
を目的とする
場合

120,000 160,000 180,000 460,000 40,000 60,000

トレーニングルーム兼会議室 営利又は宣伝
を目的としない
場合

1,500 2,000 2,250 5,750 500 750

営利又は宣伝
を目的とする
場合

7,500 10,000 11,250 28,750 2,500 3,750

設備利用 電動いす利用の場合(営利又は宣伝を目的とす
る場合に限る)

１回利用(１日)につき50,000円

おりたたみいす利用の場合(営利又は宣伝を目
的とする場合に限る)

１回利用(１日)につき１脚50円

長机(営利又は宣伝を目的とする場合に限る) １回利用(１日)につき１脚100円

移動ステージ用台(営利又は宣伝を目的とする
場合に限る)

１回利用(１日)につき１台200円

冷暖房利用の場合 主体育室(アリーナ部分) １時間につき10,000円

トレーニングルーム兼会議室 １時間につき1,000円

放送施設 １式(１日)につき2,000円

シャワー施設 １人１回利用につき50円

ロッカー １台100円

文化体育館

備考
(１) 本市に住所を有しない者(市内の事業所又は事務所に勤務する者を除く。以下「市外利用者」という。)が利用するときの使用料は、利
用区分、時間区分に応じて本表に規定する使用料に５割に相当する額を加算した額とする。(主体育室及びトレーニングルーム兼会議室の利
用に限る。)
(２) 本表の利用の形態によらず、時間区分の中途における利用の開始及び利用の終了による場合の使用料は、利用区分に応じた１時間当
たりの単価に利用時間を乗じた額とする。(市外利用者は、前号に定める額を加算した額。以下第３号から第５号までにおいて同じ。)
(３) 開場時間(午前９時から午後９時まで。)を超過し、又は繰り上げて利用するときの利用時間は、１時間単位とし、繰り上げて利用する
ときに限り、使用料に５割を加算した額とする。
(４) 主体育室の利用に限り２分の１以内の利用を許可するものとし、当該利用区分、時間区分に応じた使用料の２分の１の額とする。
(５) 主体育室を利用するに際し、準備、リハーサル等の利用については、当該利用区分、時間区分に応じた使用料の２分の１の額とする。
(６) 体育館の電源を利用する機械、器具を持ち込んで利用する場合は、当該機器の電力消費量100ワット当たり午前、午後、夜間の利用単
位ごとに10円、全日の利用については、30円を徴収する。
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野球場
時間区分 午前 午後 全日 １回利用

利用区分 午前８時30分から午後０
時30分まで

午後１時から午後５時まで 午前８時30分から午後
５時まで

２時間

入場料を徴収
しない場合

高校生以下のチーム 円
2,000

円
2,000

円
4,000

円
1,000

一般野球チーム 4,000 4,000 8,000 2,000

職業野球チーム 8,000 8,000 16,000 4,000

入場料を徴収
する場合

高校生以下のチーム 10,000 10,000 20,000 5,000

一般野球チーム 20,000 20,000 40,000 10,000

職業野球チーム 40,000 40,000 80,000 20,000

会議室 １室 1,000 1,000 2,000 500

役員室 １室 1,200 1,200 2,400 600

得点表示盤 １式 1,200 1,200 2,400 600

放送施設 １式 １回につき2,000円

シャワー １人 １回利用につき50円

備考
(１) 本市に住所を有しない者(市内の事業所又は事務所に勤務する者を除く。)が利用するときの使用料(会議室等の附属施設を除く。)
は利用区分、時間区分に応じて、本表に規定する使用料に５割に相当する額を加算した額とする。(以下ソフトボール場、投手練習
場及び多目的広場を利用する場合において同じ。)

(２) 開場時間(午前８時30分から午後５時まで)を超過し、又は繰り上げて利用するときの利用時間は、１時間単位とし、その使用料
は、本表に規定する１回利用の使用料(前号に該当する場合は、前号に定める額を加算した額)に５割に相当する額を加算した額の２
分の１とする。(以下ソフトボール場、投手練習場及び多目的広場を利用する場合において同じ)

時間区分 午前 午後 全日 １回利用

利用区分 午前８時30分から午後０時
30分まで

午後１時から午後５時まで 午前８時30分から午後５
時まで

２時間

高校生以下のチーム 円
1,000

円
1,000

円
2,000

円
500

一般野球チーム 2,000 2,000 4,000 1,000

職業野球チーム 4,000 4,000 8,000 2,000

ソフトボール場

時間区分
利用区分

午前 午後 全日 １回利用

午前８時30分から午後０時
30分まで

午後１時から午後５時まで 午前８時30分から午後５
時まで

２時間

高校生以下のチーム 円
500

円
500

円
1,000

円
250

一般野球チーム 1,000 1,000 2,000 500

職業野球チーム 2,000 2,000 4,000 1,000

投球練習場

利用面積 500m２

時間区分 午前 午後 全日
利用区分 ８時30分から午後０時30分ま

で
１時から５時まで 午前８時30分から午後５時ま

で
営利を目的としない催物及び行事に利用する場合 円

500
円

500
円

1,000
営利を目的とする催物及び行事に利用する場合 2,500 2,500 5,000

多目的広場
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仮設売店
利用区分 使用料 期限

自動販売機１台 １m２１月 600円 １年

敷地内において仮設の売店により物品の販売をする場合 １m２１日 100 １日

敷地内において販売員により移動して物品の販売をする場合 １人１日 500 １日

備考 光熱水費は、実費とし使用料に加算する。

時間区分 午前 午後 全日 １回利用

利用区分 午前８時30分から午後０
時30分まで

午後１時から午後５時ま
で

午前８時30分から午後５
時まで

２時間

入場料を徴収し
ない

一般 8,000円 8,000円 16,000円 4,000円

高校生 4,000円 4,000円 8,000円 2,000円

小中学生 2,000円 2,000円 4,000円 1,000円

アマチュア以外 16,000円 16,000円 32,000円 8,000円

入場料を徴収す
る場合

一般 24,000円 24,000円 48,000円 12,000円

高校生 12,000円 12,000円 24,000円 6,000円

小中学生 6,000円 6,000円 12,000円 3,000円

アマチュア以外 80,000円 80,000円 160,000円 40,000円

個人利用 一般 １人２時間以内 300円

高校生 〃 200円

小中学生 〃 無料

附属
施設

会議室 １室 1,000円 1,000円 2,000円 500円

放送施設 １式 １回につき 2,000円

シャワー １人 １回利用につき 100円

冷暖房 １台 １時間につき 1,000円

陸上競技場

備考
(１) 本市に住所を有しない者(市内の事業所又は事務所に勤務する者を除く。)が利用するときの使用料(附属施設を除く。)は、利用区分、時間
区分に応じて本表に規定する使用料に５割に相当する額を加算した額とする。
(２) 上記の表中、小中学生の個人利用で本市に在学又は住所を有しない者の使用料は、150円とする。
(３) 開場時間(午前８時30分から午後５時まで)を経過し、又は繰り上げて利用するときの利用時間は、１時間単位とし、その使用料は、本表
に規定する１回利用の使用料(第１号に該当する場合は、前号に定める額を加算した額)に５割に相当する額を加算した額の２分の１とする。

時間区分 午前 午後 夜間 全日 １時間
利用区分 午前８時30分から午後

０時30分まで
午後１時から午後５時
まで

午後６時から午後９時
まで

午前８時30分から午後
９時まで

昼間 夜間

円 円 円 円 円 円
一般 8,000 8,000 9,000 25,000 2,000 3,000
高校生以下 4,000 4,000 4,500 12,500 1,000 1,500
アマチュア以外 16,000 16,000 18,000 50,000 4,000 6,000
照明 １時間につき1,000円

サッカー場

備考
(１) 市外利用者が利用するときの使用料(照明の使用料を除く。)は、利用区分及び時間区分に応じた使用料に５割に相当する額を加算した額と
する。
(２) 開場時間(午前８時30分から午後９時まで)を経過し、又は繰り上げて利用するときの使用料(照明の使用料を除く。)は、利用区分に応じた
１時間当たりの使用料に５割に相当する額を加算した額とする。
(３) ２分の１以内の部分を利用するときの使用料は、利用区分及び時間区分に応じた使用料の２分の１の額とする。
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写真 写真

写真 写真
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鴨川市の観光資産
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個人向けアンケート調査質問票
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個人向けアンケート調査結果（詳細）
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属性

回数、目的

訪問場所

金額

スポーツ

鴨川でのスポーツ

今後取り組みたいスポーツ手段
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鴨川のスポーツ施設利用

合宿利用

場所

人数、期間

おこないたいスポーツ

ニーズ

意見種類
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団体向けアンケート調査結果（詳細）

鴨川市 スポーツを通じた地域振興基本計画 44

属性



金沢文化スポーツコミッション 視察報告
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信州いいやま観光局視察 視察報告

鴨川市 スポーツを通じた地域振興基本計画 46



スポーツコミュニティ軽井沢クラブ 視察報告
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オガール紫波 視察報告
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B.B.BASE調査報告
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